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■１．はじめに

　平成31年の新年を迎えるに当たり、謹んで

お慶び申し上げます。

　年頭に当たり、証券市場及び日本証券業協

会が取り組むべき課題について所見を申し述

べます。

　政府の「未来投資戦略2018」においては、

活力ある金融資本市場の実現を通じて円滑な

資金供給を促進するという方針が掲げられ、

家計の安定的な資産形成の促進、金融資本市

場の利便性向上と活性化等、証券業界に関連

する施策が含まれており、こうした施策が着

実に実行に移されることで我が国経済が持続

的な成長を遂げていくこととされています。

　日本証券業協会としても、この「未来投資

戦略2018」に盛り込まれた施策の具体化・実

行に向けて積極的に貢献するとともに、証券

投資による資産形成の推進及び活力ある金融

資本市場の実現を通じて「持続可能な開発目

標（SDGs）」の推進に資するよう、次に掲げ

る課題に全力で取り組む所存です。

■２．証券投資による資産形成
の推進

①　中長期的な資産形成への貢献

　我が国における長寿化の進展等を踏まえる

と、国民が自ら行う資産形成の重要性はます

ます高まっており、人生の早い段階から投資

による安定的な資産形成を行えるよう、環境

の整備を進める必要があります。しかしなが

ら、長年の課題である「貯蓄から投資へ」の
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動きは未だ進展していません。この要因には、

様々なことが想定されますが、大きな要因と

しては、若年層が証券投資による「成功体験」

を積んでいないことが考えられます。約20年

続いたデフレ経済下では、証券投資による「成

功体験」を得ることは容易ではありませんで

した。本格的なデフレ脱却の兆しがようやく

見えてきた今こそ、「成功体験」を得るチャ

ンスです。

　昨年１月より開始された「つみたてNISA」

のような長期積立・分散投資は、中長期的な

資産形成の手段として極めて有効な制度で

す。長期的に毎月一定の金額を投資すること

により、価格が下がったときにはより多くの

口数を買えることができ、一定の期間で価格

が上昇しなかったとしても、運用成績はプラ

スになる可能性があります。少子化に加え、

国民の寿命が年々延びていく中で、年金制度

の公助の部分だけではなく、自助の部分で資

産形成を行い、老後に備える必要があるでし

ょう。若年層にとって、この「つみたてNISA」

は、自助の部分の資産形成として、将来大き

な支えとなるはずですので、これまで証券投

資に関心がなかった方を含む幅広い層を対象

に、証券投資の意義や必要性の理解を促進す

るための広報活動を行ってまいります。

　また、高齢社会における効果的な資産の運

用・活用に資するiDeCoをはじめとした確定

拠出年金制度や金融商品・証券サービスにつ

いて、調査・研究及び改善・拡充に関する働

きかけを行うとともに、職場積立NISA及び

確定拠出年金制度を利用した資産形成の普及

活動等を行ってまいります。

　加えて、リスク資産の円滑な世代間移転を

推進するための相続税評価額の見直しや、金

融所得課税の一体化の促進等についても検討

を進め、必要な対応を行ってまいります。

②　金融・証券知識の普及啓発

　日本証券業協会が行った「証券投資に関す

る全国調査」（平成30年12月公表）によると、

証券投資を必要とは思わない方は74.6％を占

め、その理由として、「損する可能性がある」

「金融や投資に関する知識を持っていない」

を挙げる方が多いという、過去と同様の結果

となりました。

　このような結果を踏まえ、学校教育に対す

る金融経済教育の充実や一般の方に金融に関

する知識の向上を図っていただけるような取

組みを行っているところです。

　学校教育に対する金融経済教育の取組みと

しては、次期学習指導要領の実施を好機と捉

え、教育現場において金融経済教育の更なる

拡充が図られるよう、教育関係者への情報提

供や教材開発を進める等、学校向け教育支援

事業をより一層推進してまいります。

　また、一般の幅広い世代の方を対象とした

取組みとして、NISA制度やiDeCo等の資産

形成支援制度に対応し、投資未経験者を対象

とするセミナーを新設するとともに（10都市

10回）、投資初心者等を対象とする資産運用

講座の実施（52都市72会場132回）や、公民

館や官公庁、民間企業等への講師派遣事業を

引き続き推進していきたいと思います。
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　さらに、証券保有比率が低い若年層に対し、

投資信託等への積立投資の有用性をはじめ、

証券投資への関心・興味の喚起及び理解の促

進に資するため、ウェブコンテンツ等を通じ

た情報発信の充実を図ってまいります。

■３．活力ある金融資本市場の
実現

①�　市場仲介者及び資産運用者の機能・信

頼性の向上

　活力ある金融資本市場の実現には市場仲介

者及び資産運用者の機能・信頼性の向上への

取組みが不可欠です。

　金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に

関する原則」に関しては、市場仲介者及び資

産運用者において、各社が公表した取組方針

に基づき顧客の最善の利益を追求することを

企業文化として定着させ、顧客満足度の向上

等につなげていけるよう、必要な支援等を行

います。

　さらに、市場仲介者及び資産運用者におけ

る業務の合理化・効率化に資する施策の研究

・検討を進めます。

　また、金融サービスを取り巻く環境の変化

を踏まえた自主規制の整備や、自主規制機関

における機動的・効果的な監査・考査機能の

発揮及び反社会的勢力排除の取組みを継続的

に行っていきたいと思います。

②　金融資本市場の機能・競争力の強化

　投資者及び発行体の双方にとってより魅力

的な市場となるには、我が国金融資本市場の

機能・競争力の強化を図ることが重要である

ことから、次の取組みを進めます。

　まず、証券取引の決済リスク削減に関し、

株式等の決済期間短縮化（T＋２化）につい

て、実施予定日（2019年７月16日）における

円滑な移行を実現するよう着実な取組みを進

めてまいります。

　また、社債市場の拡充・多様化に向け、社

債管理制度の見直し等の環境整備について検

討・働きかけを行うとともに、社債の取引情

報の報告・発表制度について検証・見直しを

引き続き行ってまいります。さらに、リスク

マネー供給及び事業承継の円滑化に資するよ

う、関係者との意見交換等を通じ、地方活性

化の観点も踏まえつつ必要な対応を検討して

まいります。

　マイナンバー制度については、顧客による

マイナンバー提供の促進に向けた取組みを進

め、今後の民間利活用の拡大に向けた検討や

働きかけを行うとともに、金融資本市場に関

する基礎的研究の促進に向けて、研究者・市

場関係者と積極的な交流を図り学術研究の支

援を行ってまいります。

③　グローバルな情報発信・連携の拡充

　我が国金融資本市場の国際的なプレゼンス

を一層向上させるため、日本証券サミットや

国際投資信託会議等の海外でのイベントの開

催・参加や英語による情報提供の拡充を通じ、

我が国金融資本市場の現状や取組み、コーポ

レートガバナンス強化の進展について積極的
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な情報発信を行ってまいります。

　また、金融資本市場に関連する国際的な法

規制等の動向について、国内外の関係機関と

連携を図りながら適切な情報収集・交換を行

い、共通課題への対応を進めるとともに、国

内へのフィードバックを図ってまいります。

■４．SDGsに貢献する証券市
場の実現

　国連及び政府が推進するSDGsを達成する

ための大きな課題の一つとして、深刻な資金

不足があり、民間資金の導入が求められてい

ます。証券業界としては、本業である資金過

不足の調整機能を発揮することで、この課題

の解決に貢献していきたいと考えています。

そこで、現在、グリーンボンド、ソーシャル

ボンド等のSDGsに貢献する金融商品の普及、

促進に向けて、これらの金融商品の範囲や呼

称の整理を行い、統一呼称として「SDGs債」

を用いることや、投資家及び会員役職員の理

解度・認知度向上に向けた施策の検討を行っ

ています。

　また、働き方改革・女性活躍への積極的な

支援策として、証券業界の女性のネットワー

クを構築し、キャリア意識の醸成を図るため、

証券会社等で働く女性向けのセミナー（証券　

Women’s　Network）を開催し、さらに、

会員代表者や管理職者に対しても、柔軟性の

ある勤務体系や多様な人材の活用に向けた意

識改革を促すべく、研修・セミナーを開催し

ていきます。

　経済的に厳しい状況下にある子供達への支

援策としては、内閣府等が主導する「こども

のみらい古本募金」に業界全体で参画してお

り、昨年より全国の証券会社の店舗に「古本

回収ボックス」を設置しています。また、会

員と子供の支援に取り組むNPO法人等をつ

なぐプラットフォームの構築に向けた取組み

も検討しています。

　併せて、SDGsの認知度及び理解度の向上

を図り、取組みを効果的に進めるため、国連

等の関係機関との連携を強化し、積極的な情

報収集・発信を行ってまいります。昨年11月

には、インドネシアのバリで開催されたアジ

ア証券人フォーラム（ASF）の年次総会に

おいて、日本証券業協会の提唱により、アジ

ア太平洋地域の証券市場がグローバルな持続

可能性の維持・向上に果たすべき役割を確認

し、ASFがSDGsに積極的に取り組む決意を

表明した「バリ宣言」が採択されました。本

宣言の採択により、SDGsの達成に貢献する

ため、アジア地域の資本市場の国境を越えた

情報、知見、経験の共有や連携協力がより一

層促進されることが期待されています。

　日本証券業協会としては、上記のような重

要な政策課題に全力をあげて取り組み、これ

まで以上に、我が国経済を支える活力ある金

融資本市場の実現と、投資者がより一層信頼

できる投資環境の整備・充実のために、全力

を注いでまいります。
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